
高齢者虐待防止のための指針 

小平町指定居宅介護支援事業所 

 

１ 基本的な考え方 

  本事業所では、利用者の権利擁護のため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律」（以下、「高齢者虐待防止法」という）に基づいて適切に対応することで利用者の尊厳を守り、

早期発見・早期対応を徹底するため、本指針を策定し、安心して生活できるよう、本指針に従って支援

する。 

 

２ 虐待の定義 

  この指針において虐待とは、次の行為をいう。 

（１） 身体的虐待 

暴力的行為等で、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断

する行為、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束・抑制すること。 

（２） 介護・世話の放棄・放任 

 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族等が、その提 

供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、利用者自身の身体・精神的状態を悪化させている 

こと。 

（３） 心理的虐待 

     脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与え 

ること。 

（４） 性的虐待  

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。 

（５） 経済的虐待  

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 

 

３ 身体拘束等の適正化に関する考え方 

（１） 身体拘束の原則禁止 

     身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むもので 

    ある。本事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、緊急やむを得ない場合（３要素をすべて

満たしていること）を除き、原則として身体拘束は行わない。 

（２） 身体拘束に該当する具体的な行為 

① 徘徊しないように、車イスやイス、ベッドに体や手足をひも等でしばる。 

② 転落しないように、ベッドに体や手足をひも等でしばる。 

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 



④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、手足をひも等でしばる。 

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように手指

の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。 

⑥ 車イスやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、

車イステーブルをつける。 

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。 

⑧ 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

⑨ 他人の迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体や手足をひも等でしばる。 

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪ 自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する。 

  （３） 緊急やむを得ない場合（３要素） 

① 切迫性：利用者本人や家族等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこ   

と。 

      ② 非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

      ③ 一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

  （４） 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の 

     状況、緊急やむを得なかった理由を記録し、身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法     

     を随時、検討する。 

    

４ 虐待防止に係る検討委員会の設置 

（１） 本事業所では、虐待等の発生の防止と早期発見に取り組み、虐待等が発生した場合は再発を 

確実に防止することを目的に、「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。) を設置する

とともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める。 

（２） 委員会の開催にあたっては、小平町地域包括支援センターが開催する会議体と一体的に行う 

ものとし、幅広い職種で虐待防止策を検討する。 

（３） 委員会は年 1 回以上開催する。 

（４） 委員会の検討事項は次のとおりとする。 

➀ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

② 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

④ 虐待について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

⑤ 従業者が虐待等を把握した場合に、通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関する

こと 

⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関す



ること 

⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

５ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

  虐待等防止に関する基礎的な知識を身につけ、虐待の防止を徹底するため、定期的（年 1 回以上）な

研修を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施する。研修の実施内容に

ついては記録し、保存する。 

 

６ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

虐待が発生した場合には、速やかに小平町に報告するとともに、緊急性の高い事案の場合には、関係 

機関、及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。 

 

７ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制 

（１） 報告等により虐待等の事実（疑いを含む。）を把握した場合は、本指針に従って対応する。 

（２） 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、速やかな解決につなげるよう努める。委員 

会にて虐待等の事実確認、検証し、必要に応じて関係機関に通報する。 

（３） 担当者は経過等を記録し、委員会において当該事案の検証、再発防止策の検討・作成を行う。 

（４） 虐待等が発生した場合は、「市町村・都道府県に高齢者虐待への対応と養護者支援について 

（厚生労働省老健局）」「小平町高齢者虐待対応マニュアル」を参考に対応することとする。 

 

８ 成年後見制度の利用支援 

  利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて地域包括支

援センター、社会福祉協議会等の適切な相談窓口を案内する等の支援を行う。 

 

９ 虐待等に係る苦情解決方法 

（１） 虐待等の苦情相談については、受け付けた内容を保健福祉課長と地域包括支援センター長に 

報告する。 

（２） 相談受付後の対応は、「６ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制」 によるものとする。

尚、相談者に不利益が生じないように、相談者の個人情報の取り扱いに細心の注意を払う。 

（３） 対応の結果は相談者にも報告する。 

 

10 利用者等に対する指針の閲覧 

  本指針は、利用者、及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、求めに応じていつでも庁舎内で閲

覧できるようにするとともに、小平町ホームページに掲載する。 



 

11 その他虐待の防止の推進について 

（１） 虐待防止に関する情報の収集に努め、常に適切な支援、対応ができるよう体制を整備する。 

（２） 虐待が発生した場合に早期に発見できるよう、利用者の様子を日頃から観察し、適切に対応 

する。 

（３） 本指針に定めのない事項については、委員会にて協議する。 

 

 

附 則 

この指針は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。 

 

 


